
様式９（添付１－３） 

 

令和５年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【   堺市   】       

 

令和 5年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

（※必須実施項目） 

（２）学校における指導体制の構築（※必須実施項目） 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 （※必須実施項目） 

（４）成果の普及 （※必須実施項目） 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール【重点実施項目】 

（７）ICTを活用した教育・支援【重点実施項目】 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 
（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

（※必須実施項目） 

・日本語指導等対応教員連絡協議会（年 3回実施予定） 

・日本語指導センター校教員定例会（年度当初集中会議２回+月 1回実施、その他臨時会議有） 

・日本語指導員学習会（年1回オンライン実施） 

（２）学校における指導体制の構築（※必須実施項目） 
日本語指導センター校を軸とした日本語指導体制づくり 

①拠点校への通級 

②拠点校による遠隔指導 

③在籍校との連携及び学校訪問 

④担当エリアの相談体制と受入れ面談対応   

⑤全市対象児童生徒の日本語能力のみとり及び「日本語指導・支援シート」の作成 

⑥自校加配校の日本語指導担当教員とのバディ体制による支援 

⑦プレスクールの運営 

⑧全市対象児童生徒の自立のための取組等（例：進路相談や作文指導等）  

⑨公開研修の実施 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 （※必須実施項目） 

市教委が作成した「特別の教育課程」編成及び日本語能力測定方法等の研修動画を基に、個々に応じた適切 

で効果的な日本語指導を進めた。 

（４）成果の普及 （※必須実施項目） 

・日本語指導等対応教員の取組を全市に公開、情報提供するなど通して、成果を共有、普及させた。 

  ・各日本語指導センター校のホームページに拠点校の取組を掲載し、情報発信した。 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール【重点実施項目】 

・入学前検診時にプレスクールについての保護者向け案内を送付した。 

・２月に小学校２校を拠点に、幼児及び保護者を対象としたプレスクールを実施した。 

（７）ICTを活用した教育・支援【重点実施項目】 

・携帯型翻訳機や一人一台タブレット端末の活用による児童生徒及び保護者への翻訳支援 

・一人一台タブレット端末の翻訳機能を活用した学習支援（授業者の音声を同時翻訳） 

・遠隔による日本語指導 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 
【日本語指導員派遣】 



・日本語指導員の登録        単年度登録制 

・日本語指導員の派遣単位時間   

帰国・来日等寄添い指導員及び自立支援日本語指導員は１回２時間（日本語指導センター校へ派遣

の場合は 1回３時間）、日本語サポーターは 1回３時間 

・日本語指導員の内訳 

①帰国・来日生徒等寄添い指導員（母語のわかる支援員による自立のための支援） 

②自立支援日本語指導員（日本語習得のための支援） 

③日本語サポーター（学習言語習得の為の入り込み支援） 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

日本語指導等対応教員の指導力向上及び本市の日本語指導体制の活性化及び日本語指導員の資質の向上 

及び学校園との連携強化できた。今後は、日本語指導等対応教員だけでなく、全教職員への認識を深めるため 

の研修等も必要である。また、ICTを活用した学校間における日本語指導連携等を深めていきたい。 

（２）学校における指導体制の構築 

拠点校として日本語指導センター校を運営し４年、日本語指導のスキルを持った教員による指導支援が定着し 

発展的な運用が実現してきている。R５年度では、遠隔指導による日本語指導も本格的に実施し、児童生徒の日 

本語能力の段階に応じた指導支援に向けての分析やサポート方法等きめ細かに在籍校教員等にアドバイスを 

行う体制を構築した。また、スムーズな小学校入学にむけ、就学前幼児及び保護者を対象としたプレスクールも 

運用することで、入学当初からのきめ細かな指導支援につなげることができた。今後は、指導や支援に一人で

悩み抱え込む教員、正確な日本語能力の見取りと継続的で適切な日本語指導・支援、散在地域の対象

児童生徒等の孤立感等の課題改善に向け、センター校の発展的運用を継続していく。 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施  

日本語指導センター校教員が、担当エリアの対象児童生徒の日本語能力をみとることで、適切な指導形態及 

び指導支援方法を対象児童生徒在籍校教員や日本語指導員に助言した。また、経年的に日本語能力をみとるこ 

とで、より計画性をもった「特別の教育課程」の編成を行うことができるようになった。また、日本語指導担当者だ 

けではなく全教職員対象とした日本語指導研修を行うことで、教職員による日本語指導の必要性の認識を広める 

ことができた。今後は、各校に校務分掌上位置づけのある日本語指導担当者と日本語指導センター校教員、日 

本語指導員が、「特別の教育課程」について正しく理解したうえで、相互に役割を認識し、明確な個別の指導計 

画のもとに、指導を進めることが求められる。今後も全教職員に対して、日本語と教科の統合学習についての研 

修を行ったり、日本語指導の観点をもった授業改善を研究する学校園を支援したりする等しながら、教職員の日 

本語指導に対する認識をさらに広めていきたい。 

（４）成果の普及 

    日本語の指導方法を共有し、各校における実践の充実につなげることができた。また、日本語指導センター

校のホームページをみた保護者からの問い合わせに対し、センター校が対応しており、一つの相談窓口と

なっている。今後も各日本語指導センター校によって、ホームページ掲載の内容や頻度が違うが、より多く

の情報を発信できるよう意識を高めたい。 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール【重点実施項目】 

   小学校入学前の幼児の日本語能力をみとることで、入学後すぐに適正な特別の教育課程の編成を行う

ことにつながった。また、入学前に保護者に対して、日本の学校教育システムの説明を行うことで、保護者

の不安の軽減ができ、児童生徒のアイデンティティの確立のために母語・母文化の重要性を保護者へ啓

発することもできた。次年度の課題としては、外国人等保護者への徹底した周知が難しく、不参加も多くみ

られた。案内方法等きめ細かな対応を工夫することで確実な参加につなげたい。 

（７）ICTを活用した教育・支援 

    外国人児童生徒の多言語化、増加によって母語のわかる支援員がたりない中、携帯型翻訳機の導入により、 

保護者へのスムーズな連絡が可能となった。また、一人一台タブレット端末の導入にあわせて、日本語指導が必 

要な帰国、来日間もない児童生徒へ、翻訳機能等を活用した授業参加を促し、これまで困難であった日本語で 

行われる授業への参加を支援することで、学習の保障となった。他にも、通級困難な子どもへの遠隔による日本 

語指導の実施でより、全ての子どもに対して日本語指導センター校教員の指導を可能とし、通級指導教室と通級 

指導教室、通級指導教室と通級ができない子ども、通級ができない同士をつなぐ等、複数人の児童生徒に対し 

同時に遠隔による日本語指導を行うことで、ルーツのある児童生徒同士の学びの輪を広げることができた。今後 



の展望としては、日本語の習得の状況にあわせ、翻訳機能の使用を減少させる等、使用頻度について個 

の状況を見極めながら行いたい。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

   海外から帰国して間もない幼児児童生徒及び外国から来日して間もない幼児児童生徒が、学校園生活にお 

いて十分に能力を発揮できるように、日本語指導をはじめとする自立のための指導を行うことができた。また、母 

語がわかる指導員と日本語指導を目的とした指導員の目的が明確となり、学校への認知が広がったことで、幼児 

児童生徒への適切な支援を行うことができた。今後は、主たる指導者として個別に対応することができる教職 

員やそれを支援する日本語指導員の日本語指導スキルの育成が課題である。今年度も活用効果の高かった日 

本語指導センター校教員が作成した日本語指導・支援シートを十分に活用した指導支援を行いたい。 
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４．その他（今後の取組予定等） 

・日本語指導の観点をもった教職員の授業改善 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


